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洋上⾵⼒の位置付けと事業完遂のための事業環境整備について
 今年６⽉より、洋上⾵⼒発電に係る電源投資を確実に完遂させるための更なる事業環境整備について、本

合同会議において御議論いただき、⼀定要件下における海域占⽤許可の更新の原則化（下記のⅤ.）につ
いて整理された。

 ⼀⽅で、第１ラウンド事業の撤退により、黎明期にある我が国の洋上⾵⼒の現状や、持続可能な産業基盤
の確⽴とコスト低減を実現する観点から、第２ラウンド・第３ラウンドの事業完遂の重要性が改めて浮き彫
りになったところ。

 こうした点を踏まえ、以下の事業環境整備策について進めることとする。
Ⅰ〜Ⅲについては、本資料の⽅針で進める。
Ⅳ〜Ⅶについては、本合同会議で整理済みのものや他の審議会等の議論を御紹介する。
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【事業環境整備策】
→第２・第３ラウンド事業者のみが対象Ⅰ．⻑期脱炭素電源オークションへの参加
→第２・第３ラウンド事業者のみが対象Ⅱ．価格調整スキームの公募開始時点までの遡及適⽤
→第２・第３ラウンド事業者のみが対象Ⅲ．公募占⽤計画変更に係る柔軟な対応
→今後の公募の選定事業者も対象に含むⅣ．基地港湾の柔軟な利⽤を促進する仕組みの構築
→今後の公募の選定事業者も対象に含むⅤ．⼀定要件下における海域占⽤許可の更新の原則化
→今後の公募の選定事業者も対象に含むⅥ．再エネ価値が適切に評価されるための環境整備
→今後の公募の選定事業者も対象に含むⅦ．脱炭素電源に係る投資を促進するための⽀援



 ⾮常に⼤きな変更となるが、洋上⾵⼒発電事業に対する危機感の下に、⾮常に⼤きな政策判断を⾏うもの
と理解。また洋上WGメンバーとして、これしか⽅法がないということも理解。

 国⺠の理解を得る観点から、洋上⾵⼒発電が再エネの切り札であるということを広く認識いただくとともに、コス
トダウンの⾒通しについても議論を進めていくべき。

 実際にオークションを事業者が利⽤可能な条件でなければ、事業が進まないと思うので、事業者側の予⾒可
能性について配慮いただき、関係部署と調整を⾏っていただきたい。

 ⻑期脱炭素電源オークションの利⽤により、第２，３ラウンドの事業を完遂させることで、国内サプライチェー
ンの構築を⾏い、将来的なコスト低減につなげられるものと考えている。

 ⻑期脱炭素電源オークションへの参加を認めることは、あくまで例外的かつ暫定的な措置だということを改めて
強調する必要があると考える。

 本来想定していなかったコスト増加と国⺠負担を許容してでも洋上⾵⼒を⽀援するという⽅針については、エ
ネルギー政策全体に関わるものであり、洋上WGを超えて、より広いステークホルダーで議論すべき事項。

 国⺠の負担が増加するということを真摯に受け⽌める必要があり、ほかの審議会等でも慎重に議論していただ
き、広く国⺠からご理解いただくことが必要。

前々回（第39回洋上WG合同会議（11/19））の主な御指摘事項
Ⅰ．⻑期脱炭素電源オークションへの参加
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 遡及適⽤については、官⺠の負担調整にも影響するので、適⽤の判断は、より慎重にならざるを得ないと考え
る。

Ⅱ．価格調整スキームの公募開始時点までの遡及適⽤



 公益性が害されないこと、事業者の予⾒可能性を確保すること、⾮落札者との関係も考慮することとした上で、
柔軟な対応はあり得ると思う。

 計画変更に伴い、ある程度のスケジュール遅延はあると思うが、⼤きく遅れると国の⽬標や将来のコストにも影
響することから、事業者には、なるべく早く事業を実現するようにお願いしたい。

 計画変更が、事業者の努⼒や⾵⾞メーカー、サプライヤーとの価格競争を⽣み出すという意味では、⼤事な
ポイントになると思う。

前々回（第39回洋上WG合同会議（11/19））の主な御指摘事項
Ⅲ．公募占⽤計画変更に係る柔軟な対応
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 基地港湾の整備スケジュールは、事業計画の組み⽴てにも必要であるため、しかるべきタイミングでお⽰しいた
だきたい。

 再エネ価値については、中⻑期の需給やエネルギーコストの展望など、再エネ産業の育成を視野に⼊れた検
討をしていただきたい。

 撤退した事業者の保証⾦は、地元産業の育成やサプライチェーンを強化するための取組に活⽤してほしい。

その他



 過去及び将来の事業者選定プロセスに係る公募の信頼性を確保する観点から、公募時点において事業者
に与えられていた、政策措置に係る予⾒性が担保されることが重要である。その上で、再エネ海域利⽤法に
基づく公募における事業者の選定後に実施される政策措置の適⽤及びそれに伴う計画変更については、当該
措置がもたらす様々な効果や影響を考慮しつつ、以下①〜③の点を総合的に勘案し、その可否を判断すべき
ではないか。その際、透明性のあるプロセスで、丁寧な説明がなされることが重要である。
① 政策措置の適⽤の必要性・合理性
 当該政策措置が、エネルギー基本計画、再エネ海域利⽤法の⽬的等に合致するか、総合的に国⺠全
体の利益に繋がるか

 当該政策措置が、電源横断的かつ⼀般的なものである場合、他の電源種を含め、他の再エネ発電
事業者との公平性が確保されているか

② 公募における競争の要素に与える影響
 供給価格（国⺠負担の⼤きさ）
 事業実施能⼒（事業実施体制、資⾦・収⽀計画、事業スケジュール、発電設備の施⼯・維持管理・

撤去の⽅法、サプライチェーンの強靭性、事業のリスク分析と対応 等）
 地域調整・経済波及効果（関係⾏政機関との調整能⼒、漁業等との協調・共⽣、国内・県内への経

済波及効果）
③ 政策措置の適⽤前後における公募占⽤計画の⼀体性に与える影響
 選定事業者が、選定当初の計画（発電容量、事業スケジュール等）から⼀体性を保って事業を継続

できるか
 なお、当該政策措置の適⽤及びそれに伴う計画変更により、他の事業者等に影響が⽣じるおそれがある場

合には、政策的観点からの配慮措置の要否を検討することも重要。

選定後に実施される政策措置の適⽤及びそれに伴う計画変更についての考え⽅
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 現⾏制度上、洋上⾵⼒も⻑期脱炭素電源オークションへの参加が可能であるが、FIT/FIP案件については、
固定費の⼆重回収を防⽌する観点から、FIT/FIP制度の適⽤期間中は、参加が認められていない。

 他⽅で、再エネ海域利⽤法の公募案件（海域の占⽤許可を取得する上でFIP制度の適⽤が前提となる）で
あっても、ゼロプレミアム案件は、FIP制度の適⽤期間中に⻑期脱炭素電源オークションへの参加を認めたと
しても、バランシングコスト相当分のFIP交付⾦を除き、固定費の⼆重回収の問題は⽣じない。

 選定後に実施される政策措置の適⽤に係る考え⽅に照らすと、ゼロプレミアム案件の⻑期脱炭素電源オークショ
ンへの参加を認める措置について、以下のとおり評価することができる。
① 政策措置の適⽤の必要性・合理性
→当該措置による⻑期固定収⼊の確保によって洋上⾵⼒発電の電源投資の完遂が促進されることは、エネ
ルギー安定供給と脱炭素の両⽴に資するとともに、洋上⾵⼒の将来的なコスト低減に不可⽋な国内サプラ
イチェーン等の構築の後押しとなる点で、国⺠全体の利益に繋がる。
また、⻑期脱炭素電源オークションは、脱炭素化に向けた新設・リプレース等の巨額の電源投資に対して⻑
期的な収⼊予⾒性を確保し、電源投資を促進するものとして、電源横断的に活⽤されている。

② 公募における競争の要素に与える影響
→ゼロプレミアム案件が、⻑期脱炭素電源オークションから経済的な便益を受ける場合は、国⺠負担の⼤きさ

を勘案した当時の評価の前提に影響する。

③ 政策措置の適⽤前後における公募占⽤計画の⼀体性に与える影響
→ゼロプレミアム案件が、⻑期脱炭素電源オークションから経済的な便益を受ける場合、資⾦収⽀計画の安
定性は改善する。また、最終投資決定が当該オークションの落札後になる場合、事業スケジュールに影響
する可能性はあるが、発電容量、施⼯⽅法等の事業計画には直接影響しない。 5

Ⅰ.再エネ海域利⽤法に基づく洋上⾵⼒案件の⻑期脱炭素電源オークションへの参加に係る考え⽅
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 前回の合同会議において確認された⽅針に基づき、前⾴の①〜③を総合的に勘案すれば、黎明期の洋上⾵⼒の事業
の完遂の確度を⾼めるためには、⻑期脱炭素電源オークションの活⽤を可能とすることが必要である。

 このため、バランシングコスト相当分のFIP交付⾦を受領しないことを条件とする、再エネ海域利⽤法の公募案件のうちゼ
ロプレミアム案件※による⻑期脱炭素電源オークションへの参加に向けて、関係審議会で議論されることが望ましい。
※プレミアム発⽣の可能性を完全に排除するため、公募占⽤計画における供給価格を０円/kWhに変更することを要することとする。また、事業者

選定時の公募占⽤計画における供給価格がゼロプレミアム⽔準でなかった事業が、事後的に当該変更を⾏った場合も含むこととする。

 また、今後の洋上⾵⼒に係る公募の供給上限価格や最低限満たすべき合理的な設備利⽤率の⽔準等を踏まえ、⻑期
脱炭素電源オークションの要件（上限価格や設備利⽤率リクワイアメント、募集規模等）が検討されることが望ましい。

 ⼀⽅で、次回以降の公募の予⾒性の観点から、今回の措置は黎明期にある第２・第３ラウンド事業のみに適⽤するこ
ととし、次回以降の公募においては⻑期脱炭素電源オークションへの参加は想定しないこととする。

第102回 総合資源エネルギー調査会 電⼒・ガス事業分科会 電⼒・ガス
基本政策⼩委員会 制度検討作業部会（2025/4/23）資料４より抜粋（参考）⽔素・アンモニア・CCS付⽕⼒の上限価格の引上げについて

Ⅰ.再エネ海域利⽤法に基づく洋上⾵⼒案件の⻑期脱炭素電源オークションへの参加に係る考え⽅
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Ⅰ．制度検討作業部会での議論
第109回 総合資源エネルギー調査会 電⼒・ガス事業分科会 次世代電⼒・ガス
事業基盤構築⼩委員会 制度検討作業部会（2025/12/12）資料５より抜粋



 脱炭素電源への新規投資を促進するべく、脱炭素電源への新規投資を対象とした⼊札制度（名称「⻑期脱
炭素電源オークション」）を、2023年度から開始。なお、FIT/FIP制度を適⽤する電源は参加対象とならな
い。

 具体的には、脱炭素電源を対象に電源種混合の⼊札を実施し、落札電源には固定費⽔準の容量収⼊を原
則20年間得られることとすることで、巨額の初期投資の回収に対し、⻑期的な収⼊の予⾒可能性を付与する。

（参考）⻑期脱炭素電源オークションの概要

可変費固定費

落札価格の容量収⼊を原則20年間得る

②収⼊の期間

⼊札

X＋α年X年

建設 運転開始

運転建設 廃⽌
時間

建設費⽤、
維持費等
収⼊

収⼊は市場動向に左右され
予⾒可能性が低い

⾦額
〈電源投資の課題〉

①投資判断時に
収⼊の⽔準を
確定させたい

②投資判断時に
⻑期間の収⼊を確定させたい

〈投資判断に必要な要素〉

〈制度のイメージ〉
広域機関

脱炭素電源への新規投資を対象とした⼊札を実施し
落札電源・落札価格を決定する

応札

固定費⽔準の容量収⼊
（⼊札価格 ⇒ 落札価格）

収益の約９割を還付

卸市場・⾮化⽯市場等からの収⼊

〈落札電源の収⼊〉①収⼊の⽔準

（※）本制度での収⼊＝落札価格－還付する収益
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（参考）過去の公募時点におけるパブリックコメント
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（１）「「秋⽥県⼋峰町及び能代市沖」、「秋⽥県男⿅市、潟上市及び秋⽥市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」、
「⻑崎県⻄海市江島沖」海洋再⽣可能エネルギー発電設備整備促進区域 公募占⽤指針（案）」に関する意
⾒募集の結果について（2022年12⽉28⽇）

ご意⾒に対する考え⽅ご意⾒の内容
ご理解のとおりです。ただし、FIPの交
付期間後に容量市場の参加要件を
満たせば参加することは可能です。

本公募はFIP制度が適⽤されるため、いかなる場合においても容量市場へ
の参加はできない、という理解で正しいか。

ご意⾒に対する考え⽅ご意⾒の内容
本公募対象の事業では、FIP認定を
受けることが前提となりますが、いただ
いたご意⾒は今後の制度設計の参考
とさせていただき ます。

12⽉13⽇に公表されたラウンド２の結果において、多くの事業者がゼロプ
レミアム⽔準で公募に参加したということは、⽇本の洋上⾵⼒事業の⼀部
は、政府の⽀援を必要とせずに実施可能であることを表している。そのため、
R3以降の公募においては、ゼロプレミアム⽔準に加えて、「FIPによる⽀援
不要」も選択可能とすべきである。また、⽀援不要とする場合においては、
他の電源と同様、当該洋上⾵⼒事業の⻑期脱炭素電源オークションまた
は容量市場への参加を認めるべきである。

（２）「「⻘森県沖⽇本海（南側）」、「⼭形県遊佐町沖」海洋再⽣可能エネルギー発電設備整備促進区域 公募占
⽤指針（案）」に関する意⾒募集の結果について（2024年1⽉19⽇）

第39回洋上WG合同会議（2025/11/19）資料２より抜粋



 昨年の制度⾒直しにより、次回以降の公募においては資材価格等の変動を基準価格/調達価格に反映する価格調整スキーム
を適⽤することとした。事業者選定済みの案件についても、保証⾦の増額を含む新たな制度を受け⼊れる場合には、価格調整ス
キームを適⽤することとしたが、公募の公平性や国⺠負担への中⽴性を確保する観点から、当該措置適⽤後の将来の物価変動
のみを基準価格/調達価格に反映することとした。

 他⽅で、事業者からは、事業者選定済みの案件に価格調整スキームを適⽤する際、公募開始時点以降の物価変動を全て反映
してほしいとの要望が寄せられている。

 選定後に実施される政策措置の適⽤に係る考え⽅に照らすと、事業者選定済みの案件に公募開始時以降の物価変動を反映す
る措置について、以下のとおり評価することができる。
① 政策措置の適⽤の必要性・合理性
→当該措置により基準価格の増額幅が⼤きくなる（⼜は減額幅が⼩さくなる）ことは洋上⾵⼒発電の電源投資の完遂に繋がる

が、第２・第３ラウンドのうち、ゼロプレミアム案件ではなく、当該措置の効果が⾒込まれる案件は⻑崎県⻄海市江島沖（42
万kW）のみであり、その効果は限定的である。

→第２・第３ラウンドの事業者は、保証⾦の増額等の措置の適⽤を受けることを条件に、価格調整スキームの適⽤を受けるか否
かについて選択できる中で、既に確定した物価変動（インフレ）に対して適⽤を⾏うことは、インフレ/デフレいずれの将来の物
価変動に対しても中⽴的かつ機械的に対応することで、官⺠の適切なリスク分担を⾏う措置である価格調整スキームの前提
との関係で齟齬が⽣じる。

② 公募における競争の要素に与える影響
→公募開始時点よりも現在の⽅が物価指数が⼤きいため、基準価格の増額幅が⼤きくなる（⼜は減額幅が⼩さくなる）ことが
確定することから、国⺠負担の⼤きさを勘案した当時の評価の前提に影響する。

③ 政策措置の適⽤前後における公募占⽤計画の⼀体性に与える影響
→事業者の収益構造を含め、発電容量、事業スケジュール等の事業計画に影響せず、公募占⽤計画の⼀体性は損なわれない。

 上記の点を踏まえると、事業者選定済みの案件に公募開始時以降の物価変動を反映することについては、公募の競争の要素に
与える影響が⼤きいことや価格調整スキームの前提と齟齬が⽣じる点も考慮し、現時点において適⽤することは困難である。 10

Ⅱ．価格調整スキームの公募開始時点までの遡及適⽤に係る考え⽅
第39回洋上WG合同会議（2025/11/19）資料２をタイトルのみ変更



Ⅱ．価格調整スキームの制度設計時の議論 第99回調達価格等算定委員会
（2024/11/26）資料1より抜粋

11

第39回洋上WG合同会議（2025/11/19）資料２より抜粋



 第１ラウンドの撤退の要因分析によれば、三菱商事コンソが事業の採算性を確保することができなくなった要因とし
て、物価指数、USD/JPYやEUR/JPYの為替、⾦利がそれぞれ上昇した結果、⾵⾞調達費⽤、洋上⼯事費⽤、
陸上⼯事費⽤の全てが公募参加時の⾒込みから２倍以上に増加したことが挙げられる。

 第１ラウンドの撤退が⽣じた⾜下においては、持続可能な産業基盤の確⽴とコスト低減を実現する観点から、第
２・第３ラウンドの事業完遂は極めて重要である⼀⽅、第１ラウンドの事業と同様、当該事業にもインフレ、為替
変動、⾦利上昇等の影響が⽣じており、⻑期脱炭素電源オークションの活⽤に加え、⾵⾞メーカーやサプライヤー
間の競争環境の維持による適切な製品の調達等によるコスト低減が重要であるほか、地盤調査等の結果により、
設計の⾒直しや施⼯⽅法の変更が必要となる場合もある。

 他⽅で、これらの対応を採るためには公募占⽤計画の変更が必要であるが、第２・第３ラウンドの公募占⽤指針
においては、計画変更の認定に当たって、公共の利益の⼀層の増進への寄与の⾒込み⼜はやむを得ない事情
があることが必要であること（再エネ海域利⽤法第18条第2項第2号）に加え、審査及び評価の結果が下が
る⽅向での変更ではないことに留意することが必要とされている。また、計画変更により迅速性の評価点が下がる
場合には、保証⾦の没収要件に該当することとなる。

 この点、昨年の合同会議において、⾵⾞メーカー等から契約解除の申し出があった場合や⼊札時に取得した⾒
積り等を著しく上回るような条件が提⽰される場合など、事業継続のために変更せざるを得ない状況にある場
合には⾵⾞メーカー等の変更を認めることや、保証⾦の没収免除要件である「選定事業者の⾃⼰の過失によら
ないものであること」等の判断にあたっては、必要に応じて学識経験者⼜は第三者委員会の意⾒を聴取することと
考え⽅を整理した。

 今般、上記の整理に加えて、第２・第３ラウンドの事業完遂の重要性を踏まえ、第２・第３ラウンドの事業につい
ては事業の継続のためにやむを得ない場合には、⻑期脱炭素電源オークションの活⽤や⾵⾞メーカー等の変更、
これらに伴う資⾦収⽀計画の変更やスケジュールの遅れ等により審査及び評価の結果が下がる⽅向での変更を含
め公募占⽤計画の変更を柔軟に認めることと整理する。ただし、公募の公平性に与える影響の⼤きさには留意し、
計画変更の認定の判断に当たっては、必要に応じて学識経験者⼜は第三者委員会の意⾒を聴取することとする。12

Ⅲ．公募占⽤計画の変更に係る柔軟な対応 第39回洋上WG合同会議（2025/11/19）資料２をタイトルのみ変更



（参考）昨年の合同会議における公募占⽤計画の柔軟性に係る議論

13

第30回洋上WG合同会議（2024/11/21）資料1より抜粋

Ⅲ.事業計画の柔軟性に関する考え⽅
 世界的なサプライチェーンの逼迫やインフレ、為替変動の影響により、⾵⾞の主要製品等の価格が上昇し、プロ
ジェクトの事業性に影響を与えている。特に、ブレードやナセル等の主要製品の価格上昇は影響が⼤きく、製品
間の競争環境を維持しながら、コスト低減を図っていくことが重要となってきている。

 他⽅で、公募占⽤計画において、ブレードやナセル等の主要製品について計画変更することは、関連するサプラ
イチェーンも連動して影響を及ぼすことから、慎重な判断が必要となる。

 このため、⾵⾞メーカーの撤退等の⼀定の要件を満たした場合に限り主要製品の変更も認めるなど、考え⽅を
整理※1する。その際、迅速性の評価点が下がる場合には、保証⾦の没収要件に該当することから、当該要件
についても整理※2する。
※1 ⾵⾞メーカー等に係る変更については、第２ラウンド公募占⽤指針のパブコメ回答として、「⾵⾞メーカーが撤退した場合は、

その時点で公募占⽤計画が取り消されるわけではなく、公募占⽤指針第９章（5）に基づく計画変更を⾏うことができれば
事業を継続することができる（No.22）」と回答している。

※2 保証⾦の没収免除要件である「選定事業者の⾃⼰の過失によらないものであること」等の判断にあたっては、必要に応じて学
識経験者⼜は第三者委員会の意⾒を聴取することとする。

 また、サプライチェーンの強靱化を図るためには、更なる国内サプライチェーンの構築と成熟が必要となることから、電
⼒安定供給（サプライチェーンの強靱化）の評価点が⾼くなるような計画変更については奨励すべく、考え⽅
を整理する。

第39回洋上WG合同会議（2025/11/19）資料２より抜粋



（参考）昨年の合同会議における公募占⽤計画の柔軟性に係る議論

14

第30回洋上WG合同会議（2024/11/21）資料1より抜粋

Ⅲ.事業計画の柔軟性に関する考え⽅
再エネ海域利⽤法第１８条第２項（公募占⽤計画の変更等）
２ 経済産業⼤⾂及び国⼟交通⼤⾂は、前項の規定による変更の認定の

申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その
認定をするものとする。

⼀ 変更後の公募占⽤計画が第⼗五条第⼀項第⼀号から第三号までに掲
げる基準を満たしていること。

⼆ 当該公募占⽤計画の変更をすることについて、公共の利益の⼀層の増
進に寄与するものであると⾒込まれること⼜はやむを得ない事情があること。

第２ラウンド公募占⽤指針
（第９章（５）公募占⽤計画の変更に係る事項）
１）変更を認める場合の基準

・・・・なお、認定公募占⽤計画は、公募に基づく審査及び評価を経て認
定されたものであり、公募占⽤指針に定める事項及び評価の基準に照ら
し、審査及び評価の結果が下がる⽅向での変更は好ましくないため、その
変更理由が真にやむを得ないものであるか確認した上で判断する。

また、変更の認定の判断に当たっては、法第18条第2項第1号及び第
2号で規定する基準に適合することが明らかでない場合など、必要に応じ
て学識経験者⼜は第三者委員会の意⾒を聴取することも考慮する。

•⾵⾞メーカー等の変更を「やむを得ない事情」として整理す
るためには、以下の２点をいずれも満たすことを要件とする。
①インフレ等の影響により、公募占⽤計画に記載されたリス
クシナリオを遥かに上回る状況が⽣じるなど、事業継続
が困難な状況であること。

②その上で、相⼿側との価格交渉の結果、相⼿側から契
約解除の申し出があった場合や⼊札時に取得した⾒積
り等を著しく上回るような条件が提⽰される場合など、事
業継続のために変更せざるを得ない状況であること。

⾵⾞メーカー等の計画変更に係る要件の整理

•⾵⾞メーカー等の変更は環境アセスやWF認証などに影響
するため、１〜２年程度運転開始時期が遅れることが想
定されるため、迅速性の評価点が下がることが⾒込まれる。
•このため、変更申請を⾏う事業者に対しては、下がった評
価点を上げるための追加的な取組を求めていく。（例えば、
電⼒の安定供給（サプライチェーンの強靱化）についての
追加的な取組等）
•上記要件を踏まえた上で、個々の変更申請については、第
三者委員会の意⾒も踏まえて判断していくこととする。

⾵⾞メーカー等の計画変更に係る要件の整理

電⼒安定供給が⾼まる計画変更に係る要件の整理

•電⼒安定供給の評価点が⾼くなるような計画変更について
は、「公共の利益の⼀層の増進に寄与する」ものとする。

第39回洋上WG合同会議（2025/11/19）資料２より抜粋



（参考）昨年の合同会議における公募占⽤計画の柔軟性に係る議論
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第30回洋上WG合同会議（2024/11/21）資料1より抜粋
Ⅲ.事業計画の柔軟性に関する考え⽅
第２ラウンド公募占⽤指針
（第５章（３）保証⾦に関する事項）
3）保証⾦の没収に関する事項
ⅱ）第２次保証⾦及び第３次保証⾦の没収事由（没収事由
7︓全額没収）

当該区域の迅速性評価の評価基準に照らして、迅速性の評
価点が下がってしまう⽇までに海洋再⽣可能エネルギー発電設
備が運転開始（※）をしなかったこと（ただし、激甚災害による
直接の被害、武⼒⾏使による直接の被害その他当事者のコン
トロールまたは回避が可能ではない事象が⽣じた場合は除く。）
※運転開始︓市場取引等により再⽣可能エネルギー電気の

供給を開始すること
4）第２次保証⾦及び第３次保証⾦の没収免除
ⅱ）第２次保証⾦及び第３次保証⾦の没収免除を受けるため
の要件
・・・没収事由７については、以下の①、②の要件のいずれかを
満たすもの⼜は③、④の要件をどちらも満たすものとする。・・・

① （激甚災害による直接の被害）
② （武⼒⾏使による直接の被害）
③ 選定事業者の⾃⼰の過失によらないものであること
④ 当該事象による障害が取り除かれ次第、選定事業者が遅滞

なく事業を進める意思と経済的・技術的能⼒を有すると判断
ができること

•迅速性の評価点が下がってしまう⽇までに運転開始をし
なかった場合には、保証⾦を全額没収することとしている
が、免除要件として以下の３点を規定している。
○激甚災害による直接の被害
○武⼒⾏使による直接の被害
○その他当事者のコントロールまたは回避が可能では
ない事象

•また、その他当事者のコントロールまたは回避が可能では
ない事象としては、「選定事業者の⾃⼰の過失によらな
いものであること」を要件の⼀つとしているが、当該要件
について、以下のとおり整理する。

○⾃⼰の過失による事象
・施⼯不良に伴う遅延
・地質調査不⾜に伴う遅延
・サプライヤー由来の遅延 など

○⾃⼰の過失によらない事象
・地震に伴う遅延
・極端な気象条件に伴う遅延
・パンデミックに伴う遅延
・⾏政の責による許認可遅延 など

保証⾦没収要件の整理

第39回洋上WG合同会議（2025/11/19）資料２より抜粋



Ⅳ．基地港湾の柔軟な利⽤を促進する仕組みの構築

今般、事業環境を整備するにあたり、事業者・業界団体の要望等を踏まえ、
事業者負担の軽減や施⼯の効率化等の観点から、基地港湾の柔軟な利⽤を促進する仕組みの
構築に向けて検討を進める。

 本年６⽉の第32回・第33回合同会議において、事業者・業界団体より、洋上⾵⼒の電源投
資を確実に完遂させるため、収⼊増・コスト減につながる制度⾯の環境整備に向けて、基地港
湾の利⽤（貸付料、原状回復、EEZを⾒据えた港湾利⽤）に係る負担軽減に関する事業
環境整備策の要望があったところ。

事業者・業界団体の要望事項

 複数港を⼀体的に利⽤することで施⼯の効率化を図ることが望ましいとの第１ラウンド事業
者の⾒解を踏まえると、基地港湾の柔軟な利⽤の仕組みは事業環境整備における⼀つの検
討課題と考えられる。

要因分析で明らかになった課題

16

第39回洋上WG合同会議（2025/11/19）資料２より抜粋
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Ⅳ．基地港湾の柔軟な利⽤を促進する仕組みの構築

課題課題 対応案対応案

（設置期間、撤去期間等終了時の原状回復）
第 34 条 丙は、設置期間、撤去期間及び緊急⼯事等期間（以下
「設置期間等」という。）の各満了の⽇までに、独占排他的な使⽤を終
了するものとし、かつ、あらかじめ、甲及び⼄の指⽰に従って原状回復を
⾏い、甲及び⼄の検査を受けておかなければならない。ただし、甲及び
⼄が原状回復を⾏うことを要しないと認めたときは、この限りでない。

海洋再⽣可能エネルギー発電設備等取扱埠頭賃貸借契約書（抜粋）

・原状回復を⾏うことを要しない事例（地耐⼒強化のための改良
⼯事など）を整理し、原状回復義務の緩和を図る。

〈原状回復について〉

〈基地港湾の情報について〉

・洋上⾵⼒発電の設置や撤去などにより、貸付物件の改良を
⾏った場合、賃貸借契約上の規則により、原状回復が必要
である。

・洋上⾵⼒事業のスケジュールの変動等により、基地港湾利⽤
スケジュール等が変動し、後続事業者の港湾利⽤の不確実
性が拡⼤。

〈原状回復について〉

 今般、事業環境を整備するにあたり、事業者・業界団体の要望等を踏まえ、事業者負担の軽減や施⼯の効率化
等の観点から、基地港湾の柔軟な利⽤を促進する仕組みとして、原状回復義務の緩和や基地港湾の情報の
⾒える化を進める。

 引き続き、洋上⾵⼒発電の導⼊促進に向けた港湾のあり⽅に関する検討会において、更なる検討を進める。

・基地港湾の改良⼯事等の現況、
基地港湾の利⽤スケジュール等
の情報共有を⾏う場を設けるなど
港湾利⽤の確実性を確保する。

〈基地港湾の情報について〉

事業者Ａによる整備 事業者Ａが原状復旧 事業者Ｂによる整備

協議の上、原状回復の緩和が認められた場合

地耐力強化



【基地港湾の指定に係る基準】

・港湾計画における「海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理
の拠点を形成する区域」の位置づけ

・係留施設及び荷捌き施設に必要な地盤強度及び面積
・係留施設の構造の安定
・当該港湾の利用状況と周辺の洋上風力発電の導入量の現状・将来見通し
・２以上の者の港湾の利用見込み

岸
壁

（
国
）

荷
さ
ば
き
地
等

（
港
湾
管
理
者
）

制度スキーム

発
電
事
業
者※

貸付料

（長期）貸付

貸付料

（長期）貸付

SEP船による海上施工の様子（能代港・秋田港内）

提供：秋田洋上風力発電（株）

基地港湾利用の様子（秋田港）

ブレード

ナセル

提供：秋田洋上風力発電（株）

タワー

※複数事業者が基地港湾を利用する場合は、出力量
に応じ貸付料を按分する。

〇令和元年改正港湾法において、国土交通大臣が、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭（洋上風力発電設備の設
置及び維持管理に利用される埠頭）を有する港湾を基地港湾として指定し、発電事業者に当該港湾の同埠頭を長期間（最大
30年間）貸し付ける制度を創設。

○現在までに、青森港、秋田港、能代港、酒田港、鹿島港、新潟港及び北九州港の計７港を基地港湾に指定。
○基地港湾の指定については、洋上風力発電の案件形成の状況等を踏まえ、指定済みの基地港湾を最大限活用しつつ、基地
港湾の指定の必要性が高まった段階で、指定に係る基準への適合性を確認したうえで指定の判断を行う。

○また、令和７年改正港湾法において、広域的な基地港湾の利用調整を行う利用調整協議会制度を創設。

(参考)海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾（基地港湾）制度の概要
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• 洋上風力発電については、「第７次エネルギー基本計画（令和７年２月閣議決定）」において、2030年までに10GW、
2040年までに浮体式も含む30～45GWの案件を形成することを目指すこととしており、また、令和７年６月にはEEZへの
洋上風力発電の設置に係る許可制度を創設する改正法が成立した。

• 更に、令和７年８月、洋上風力産業ビジョン（第２次）において、2029年度を目処に大規模浮体式洋上風力発電の案件
形成を行うとともに、2040年までに15GW以上の案件形成を行うことを政府目標として掲げている。

• 浮体式洋上風力発電の海上施工等に関する官民WGで整理した海上施工シナリオ等を踏まえ、浮体式の大量導入に必

要とされる港湾機能等について検討するため、「洋上風力発電の導入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会」を開
催する。

背景・趣旨

主な検討項目

○ 浮体式の大量導入に必要とされる港湾機能等の検討

【有識者（敬称略）】
・日本大学 理工学部海洋建築工学科教授
・足利大学 名誉教授
・早稲田大学 法学学術院 教授
・東京理科大学 創域理工学部社会基盤工学科 嘱託教授
・横浜国立大学 名誉教授、放送大学 名誉教授
・京都大学 経営管理大学院 特命教授

委員

【関係団体】
（一財）沿岸技術研究センター 、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技

術研究所、（一財）港湾空港総合技術センター、（一社）日本埋立浚渫協
会、（一社）日本港運協会、（公社）日本港湾協会、（一社）日本風力発電
協会、（一社）再生可能エネルギー長期安定電源推進協会、浮体式洋
上風力建設システム技術研究組合、浮体式洋上風力技術研究組合

【行政関係者】
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課風
力事業推進室、国土交通省港湾局計画課、同産業港湾課、同海洋・
環境課、国土交通省海事局海洋・環境政策課

(参考)洋上風力発電の導入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会について

開催状況
第１回：令和７年11月11日（火） ※令和８年度中にとりまとめ予定。

○ 浮体式に対応した基地港湾の管理及び運営のあり方の検討

居駒 知樹
牛山 泉
河野 真理子
菊池 喜昭
來生 新（座長）
渡部 富博 ※下線部は令和7年度より新たに参加した構成員
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 本合同会議において、海域の占⽤期間に係る⼀般海域における占⽤公募制度の運⽤指針（以下、運⽤指針）
の改訂案を提⽰し、改訂の⽅向性について、概ね了承をいただいたところ。

 今後、パブリックコメントを経て、運⽤指針が改訂された場合、この運⽤指針の下、次回の公募占⽤指針を策定
することとなる。

 ⼀⽅、これまでの第１〜３ラウンドの公募占⽤指針における公募占⽤計画の認定有効期間終了後の扱いについては、
策定当時の運⽤指針に基づき、規定されているところ、今般の運⽤指針の改訂案を受けて、過去ラウンドの公募占⽤
指針も同様の運⽤とする。

 その際、選定後に実施される政策措置の適⽤に係る考え⽅に照らし、海域占⽤期間に係る第１〜３ラウンドの公募占
⽤指針を運⽤指針の改訂案に合わせて⾒直す措置は、以下のとおり評価することができる。
① 政策措置の適⽤の必要性・合理性

→既存施設の有効活⽤の観点からも運⽤指針が⾒直され、各海域の運⽤を統⼀するという点で合理的であり、事
業の予⾒性を確保する点から必要性も認められる。

② 公募における競争の要素に与える影響
→この措置を適⽤したとしても、当初の占⽤期間については、再エネ海域利⽤法に基づき最⼤30年間であることは変

わらず、競争の公平性に影響は与えない。
③ 政策措置の適⽤前後における公募占⽤計画の⼀体性に与える影響

→⼀定の要件の下、認定公募占⽤計画の有効期間終了後における当該促進区域内海域の占⽤許可の更新を
原則認めることとしたものであり、公募占⽤計画の⼀体性は損なわれない。

 以上のことから、運⽤指針の改訂案を踏まえて、第１〜３ラウンドの海域の占⽤期間に係る公募占⽤指針について、
早期に⾒直す予定。ただし、公募占⽤指針の⾒直しに当たっては、運⽤指針を改訂した後に、パブリックコメントを実施す
ることとなる。

Ⅴ．⼀定要件下における海域占⽤許可の更新の原則化
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Ⅴ．⼀定要件下における海域占⽤許可の更新の原則化
⼀般海域における占⽤公募制度の運⽤指針

【現⾏】 （令和４年１０⽉改訂以降）【改訂案】
2章2.2）①

なお、認定有効期間の終了後の占⽤については、占⽤許可
期間内に選定事業者が洋上⾵⼒発電設備を撤去した後、
当該促進区域において発電事業を⾏おうとする事業者を改め
て公募することを原則とする。

ただし、①当該促進区域を引き続き促進区域として指定す
ることが妥当であること、②当該促進区域において発電事業を
⾏おうとする事業者を再度公募する必要性が認められないこと、
かつ、③選定事業者による占⽤が占⽤許可審査基準に適合
していることの全てに該当する場合、本法第10条第1項に基
づく占⽤許可の更新が認められることがあり得る。

（中略）
第4章1.（1）2）

なお、第 2 章 2.(1) 2) に記載のとおり、⼀定の要件に該
当する場合、本法第 10条第 1 項に基づく占⽤許可の更新
が認められることがあり得る。選定事業者が認定有効期間終
了後における促進区域内海域の占⽤の許可の更新を希望す
る場合は、公募占⽤指針に記載された維持管理、撤去の⽅
針に沿った新たな占⽤計画（占⽤の期間を含む。）を国⼟
交通⼤⾂に提出し、国⼟交通⼤⾂は適切に占⽤許可期間
を審査した上で占⽤の許可を与えるものとする。

2章2.2）①
なお、認定有効期間の終了後の占⽤については、選定事業

者が、本法第10条第1項に基づく占⽤許可の更新を希望す
るときは、①当該促進区域を引き続き促進区域として指定す
ることが妥当であること、②選定事業者が事業を継続すること
が、電⼒の安定的・経済的な供給の観点から合理的であるこ
と、③選定事業者による占⽤が占⽤許可審査基準に適合し
ていることの全てに該当する場合、当該占⽤許可の更新が認
められることを原則とする。

（中略）
第4章1.（1）2）

なお、第 2 章 2.(1) 2) に記載のとおり、⼀定の要件に該
当する場合、本法第 10条第 1 項に基づく占⽤許可の更新
が認められることを原則とする。選定事業者が認定有効期間
終了後における促進区域内海域の占⽤の許可の更新を希望
する場合は、公募占⽤指針に記載された維持管理、撤去の
⽅針に沿った新たな占⽤計画（占⽤の期間を含む。）を国
⼟交通⼤⾂に提出し、国⼟交通⼤⾂は適切に占⽤許可期
間を審査した上で占⽤の許可を与えるものとする。
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海洋再⽣可能エネルギー発電設備整備促進区域 公募占⽤指針
令和4年10⽉までの公募令和4年10⽉以降の公募【改訂案】

第2章（4）3）
なお、公募占⽤計画の認定の有効期間の終了後

の占⽤については、当該期間の終了前に、経済産
業省と国⼟交通省が促進区域内海域の利⽤⼜は
保全及び国⺠負担軽減等の観点から新たに公募を
実施せず、占⽤の延⻑の申請を認めると判断し、か
つ、事業者が改めて占⽤のための国⼟交通⼤⾂の
許可を取得した場合に、占⽤の更新が認められる。

（中略）
第6章（2）3）i）
※ なお、公募占⽤計画の認定の有効期間の終了
後の占⽤については、当該期間の終了前に、経済
産業省と国⼟交通省が本促進区域内海域の利⽤
⼜は保全及び国⺠負担軽減等の観点から新たに公
募を実施せず、占⽤の延⻑の申請を認めると判断し、
かつ、事業者が改めて占⽤のための国⼟交通⼤⾂
の許可を取得した場合に、占⽤の更新が認められる。

（中略）
第9章（7）2）i）

なお、認定有効期間終了後における促進区域の
占⽤を継続する場合には、再度、占⽤のために国⼟
交通⼤⾂の許可をとる必要がある。

占⽤の許可を更新する場合は、公募占⽤計画で
定める維持管理、撤去の⽅針に沿った新たな占⽤
計画（占⽤の期間を含む）を提出し、それを許可
条件として許可を与えるものとし、この際、適切に占
⽤許可期間を審査する。

第2章（4）3）
なお、公募占⽤計画の認定の有効期間の終了

後の占⽤については、占⽤許可期間内に事業者が
洋上⾵⼒発電設備を撤去した後、事業者を改めて
公募することを原則とする。ただし、①引き続き促進
区域として指定することが妥当であること、②再度公
募する必要性が認められないこと、かつ、③占⽤許
可審査基準に適合していることの全てに該当した場
合、法第 10 条第 1 項に基づく占⽤許可の更新
が認められることがあり得る。

（中略）
第6章（2）3）i）
※ なお、公募占⽤計画の認定の有効期間の終了
後の占⽤の取扱いについては、第２章（４）３）
「占⽤の期間」に記載のとおりである。
※公募占⽤計画の認定の有効期間の終了後にお
ける促進区域内海域の占⽤許可の更新を前提とし
た公募占⽤計画の作成・提出は認められない。

（中略）
第9章（7）2）i）
なお、公募占⽤計画の認定の有効期間の終了後

の占⽤の取扱いについては、第2章（4）3）占⽤
の期間に記載のとおりである。認定有効期間終了後
における促進区域の占⽤を継続する場合には、再
度、占⽤のために国⼟交通⼤⾂の許可をとる必要
がある。

占⽤の許可を更新する場合は、公募占⽤計画で
定める維持管理、撤去の⽅針に沿った新たな占⽤
計画（占⽤の期間を含む。）を提出し、それを許可
条件として許可を与えるものとし、この際、適切に占
⽤許可期間を審査する。

第2章（4）3）
なお、認定有効期間の終了後の占⽤については、

選定事業者が、本法第10条第1項に基づく占⽤許
可の更新を希望するときは、①当該促進区域を引き
続き促進区域として指定することが妥当であること、
②選定事業者が事業を継続することが、電⼒の安
定的・経済的な供給の観点から合理的であること、
③選定事業者による占⽤が占⽤許可審査基準に
適合していることの全てに該当する場合、当該占⽤
許可の更新が認められることを原則とする。

（中略）
第6章（2）3）i）
※ なお、公募占⽤計画の認定の有効期間の終了
後の占⽤の取扱いについては、第２章（４）３）
「占⽤の期間」に記載のとおりである。
※公募占⽤計画の認定の有効期間の終了後にお
ける促進区域内海域の占⽤許可の更新を前提とし
た公募占⽤計画の作成・提出は認められない。

（中略）
第9章（7）2）i）
なお、第2章 (4) 3) に記載のとおり、⼀定の要件

に該当する場合、本法第 10条第 1 項に基づく占
⽤許可の更新が認められることを原則とする。選定
事業者が認定有効期間終了後における促進区域
内海域の占⽤の許可の更新を希望する場合は、公
募占⽤指針に記載された維持管理、撤去の⽅針に
沿った新たな占⽤計画（占⽤の期間を含む。）を
国⼟交通⼤⾂に提出し、国⼟交通⼤⾂は適切に
占⽤許可期間を審査した上で占⽤の許可を与える
ものとする。
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 促進区域の指定基準は再エネ海域利⽤法において定められている。
 占⽤許可審査基準については、促進区域内海域の占⽤、⼟砂の採取、施設⼜は⼯作物の新設⼜は改築、

海底の掘削、廃物の投棄等にあたって、すべからく適⽤されるものである。

（参考）促進区域の指定基準と占⽤許可審査基準

促進区域の指定基準 占⽤許可審査基準
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域等許可規則 （地方整備局規則）

第７条 局長は、第４条第１項の許可を受けようとする者から、促進区域内海域占用許可申
請書（第１号様式）、（中略）の提出があった場合は、次に掲げる事項について遅滞なく審
査を開始するものとする。

（１）法第１７条第２項に基づき公示した海域の占用
①法第１７条第１項に基づき認定された公募占用計画に適合していること

②協議会の構成員である関係漁業者の団体その他の利害関係者の了解を得ていること
が書面にて確認できること

③促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に著しく支障を与え
るものでないこと

④海洋再生可能エネルギー発電設備の設置により占用する場合においては、当該設備
が適切に維持管理され、かつ、当該設備が備える係留施設に必要とされる性能が港湾
法第５６条の２の２に定める基準を満足するものであること

（２）（１）以外の場合における促進区域内海域の占用
①占用の目的が適正であること ②占用の期間が適正であること
③占用の場所が適正であること ④占用の方法が適正であること
⑤船舶の航行に支障を及ぼさないこと ⑥安全対策及び環境対策が適正であること
⑦当該占用により影響を受ける、協議会の構成員である関係漁業者の団体その他の利

害関係者の了解を得ていることが書面にて確認できること
⑧促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に著しく支障を与え

るものでないこと

⑨海洋再生可能エネルギー発電設備の設置により占用する場合においては、当該設備
が適切に維持管理され、かつ、当該設備が備える係留施設に必要とされる性能が港
湾法第５６条の２の２に定める基準を満足するものであること

（３）土砂の採取 （略） （４）施設又は工作物の新設又は改築（略）
（５）海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為（略）
（６）海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃

物の投棄（略）

再エネ海域利用法

第８条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針に基づき、我
が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって次に掲げ
る基準に適合するものを、海洋再生可能エネルギー発電設備整備
促進区域として指定することができる。

一 海洋再生可能エネルギー発電事業の実施について気象、海
象その他の自然的条件が適当であり、海洋再生可能エネルギー
発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見
込まれること。

二 当該区域の規模及び状況からみて、当該区域及びその周辺
における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすこ
となく、海洋再生可能エネルギー発電設備を適切に配置すること
が可能であると認められること。

三 海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必
要な人員及び物資の輸送に関し当該区域と当該区域外の港湾と
を一体的に利用することが可能であると認められること。

四 海洋再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及
び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されることが
見込まれること。

五 海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に支障
を及ぼさないことが見込まれること。

六 漁港及び漁場の整備等に関する法律（中略）の規定により市
町村長、都道府県知事若しくは農林水産大臣が指定した漁港の
区域、港湾法（中略）に規定する港湾区域、（中略）都道府県知事
が公告した水域、海岸法（中略）の規定により指定された海岸保
全区域、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進の
ための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律（中
略）に規定する低潮線保全区域又は（中略）公告した水域と重複
しないこと。 23
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（参考）参照条⽂

海洋再⽣可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利⽤の促進に関する法律（平成三⼗年法律第⼋⼗九号）（抄）

（促進区域内海域の占⽤等に係る許可）
第⼗条 海洋再⽣可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域（政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」とい

う。）において、次の各号のいずれかに該当する⾏為をしようとする者は、国⼟交通省令で定めるところにより、国⼟交通⼤⾂の許可を受けなければな
らない。ただし、促進区域内海域の利⽤⼜は保全に⽀障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める⾏為については、この限りでない。
⼀ 促進区域内海域の占⽤
⼆ ⼟砂の採取
三 施設⼜は⼯作物の新設⼜は改築（第⼀号の占⽤を伴うものを除く。）
四 前三号に掲げるもののほか、促進区域内海域の利⽤⼜は保全に⽀障を与えるおそれのある政令で定める⾏為

２ 国⼟交通⼤⾂は、前項の⾏為が促進区域内海域の利⽤若しくは保全⼜は周辺港湾の機能の維持に著しく⽀障を与えるものであるときは、許可を
してはならない。

３ （略）
４ 第⼀項の許可に係る同項第⼀号の促進区域内海域の占⽤の期間は、三⼗年を超えない範囲内において政令で定める期間を超えることができない。

これを更新するときの期間についても、同様とする。
５ （略）
６ （略）
７ （略）

海洋再⽣可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利⽤の促進に関する法律施⾏令（平成三⼗⼀年政令第四⼗六号）（抄）

（占⽤の期間）
第五条 法第⼗条第四項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる占⽤の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

⼀ 容易に移転し、⼜は撤去することができる構造の施設⼜は⼯作物による占⽤ 五年
⼆ 法第⼗九条第⼀項に規定する認定公募占⽤計画に係る海洋再⽣可能エネルギー発電設備による占⽤ 三⼗年
三 前⼆号に掲げるもの以外の占⽤ ⼗年

 認定公募占⽤計画の有効認定期間が終了した後、選定事業者が占⽤許可を更新し、事業を継続する場合、
許可が認められる占⽤期間は最⼤10年となる。
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Ⅵ．再エネ価値が適切に評価されるための環境整備 第74回再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネット
ワーク⼩委員会（2025年6⽉3⽇）資料１より抜粋
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第76回再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネット
ワーク⼩委員会（2025年9⽉30⽇）資料１より抜粋Ⅵ．再エネ価値が適切に評価されるための環境整備



27

第76回再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネット
ワーク⼩委員会（2025年9⽉30⽇）資料１より抜粋Ⅵ．再エネ価値が適切に評価されるための環境整備



28

第76回再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネット
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Ⅶ．ＧＸ推進機構について
 ＧＸ推進機構は、ＧＸ推進法に基づき、株式会社形態ではない認可法⼈として、産⾦学官が連携して、設⽴。
 2024年7⽉にＧＸ推進機構が出資・債務保証の⾦融⽀援業務を開始して以降、⺠間企業・⾦融機関から75

件を超える相談が寄せられており、現在、⺠間企業と⾦融機関との検討のサポートを⾏うなど、案件の組成や具体
化に向けた⽀援活動を実施中。

 また、ＧＸの内外の政策・ビジネス動向に関する調査業務や、個別業界・企業との関係を含む産官学の連携など
ＧＸGX推進の「ハブ」として機能も担う。

29

①設⽴根拠︓ＧＸ推進法に基づき設⽴される認可法⼈

②業務開始︓2024年７⽉１⽇

③体 制︓約４０名
（理事⻑１名・ＣＯＯ（専務理事）１名・理事４名、
監事１名、運営委員７名、職員４０名程度）
※順次業務を追加し、最終的には１００名規模

④業務︓
設⽴当初 ⾦融⽀援業務（債務保証、出資）
２６年〜 ＣＰ関連業務を追加
２８年〜 化⽯燃料賦課⾦の徴収
３３年〜 有償オークションの実施

＋特定事業者負担⾦の徴収
※GX推進のため、企業連携の取組や調査・研究等も、
あわせて実施。

＜法⼈概要＞

債
務
保
証

【類型１】ＧＸ新技術を⽤いたGXに資する事業
保証割合︓８０％〜９５％

【類型２】類型１以外のＧＸに資する事業
保証割合︓５０％〜８０％

【類型３】トランジション・ファイナンスにより資⾦調達する企業
保証割合︓５０％〜９０％

出
資

【類型１】債務保証規程で定める類型１・類型２の事業を⾏う者
例︓⼤規模な脱炭素プロジェクト・カーブアウト案件

【類型２】国内のＧＸに資する事業活動を⾏う者に対して投資するファンド
例︓脱炭素分野の成⻑ファンド・脱炭素分野に特化したファンド

【類型３】ＧＸ技術に関する研究開発の成果の企業化に必要な活動を⾏う企業
例︓ディープテック・スタートアップ（ミドル・レイター）

＜債務保証・出資の対象となる類型＞

第35回洋上WG合同会議（2025/8/26）
資料1より抜粋（タイトルのみ変更）



 ⾦融⽀援に当たって機構が従うべき基準
※以下の項⽬をいずれも満たす案件を⽀援。

（１）政府の⽅針との整合性
• GX推進戦略やクライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク

等の政府⽅針に整合する活動
（２）GXに資する技術の社会実装⼜は事業の推進

• 我が国企業が保有する新技術など、GX技術の社会実装⼜はこれを
活⽤した事業

（３）⺠間で取り切れないリスクの補完
• ⺠間⾦融機関等が真に取り切れないリスクが存在し、その補完が必

要であること
（４）⽀援対象となる事業活動の持続可能性その他の総合判断

• ⽀援対象の持続可能性のみならず、GX政策への貢献、⺠間⾦融
への呼び⽔効果、トランジションファイナンス、ブレンデット・ファイナンス
等の新たな⾦融⼿法への進展への寄与、良質な雇⽤をもたらす効
果等を総合的に勘案し、⾦融⽀援が必要とされること

（５）適切な経営・推進体制の確保
• ⽀援事業を効率的、効果的かつ確実に実施する体制の構築及び

経営陣のコミットメントがあること

 ⾦融⽀援全般について機構が努めるべき事項

（１）⾦融⽀援の基本的な考え⽅
• ⺠間がとれるリスクかどうかを踏まえる⼀⽅で、リスク補完を⾏わない

ことでGX推進に停滞を招かないよう、取るべきリスクはしっかり取るこ
とを旨として、⾦融⽀援を⾏うこと 等

（２）⾦融⽀援を推進する体制の確保
• 積極的な案件発掘、外部有識者の意⾒の聴取、専⾨⼈材等の

確保 等
（３）政府全体の政策との連携

• GX政策をはじめとする政府全体の施策との連携
（４）GXの推進に向けた⼈材の育成

• ⺠間との積極的な⼈材交流やGX推進に関する学びの場の提供
等

（５）ステークホルダーとの連携
• 多様なステークホルダーとの協働や他の政府機関との連携

（６）情報開⽰
• 情報開⽰を通じた運⽤の透明性の確保 等

⽀援基準の主な内容

（参考）国がGX推進機構に⽰す「⽀援基準」
 GX推進法第57条第1項に基づき、GX推進機構が⾦融⽀援業務（債務保証、出資及び社債の引受け）を実施し⽀援案件を決

定する際に、GX推進機構が従うべき基準として国が定めるもの。
 GX推進機構が実施する⾦融⽀援業務は、GX新技術の社会実装を⾏う際に、技術・完⼯・需要リスク等があり不確実性が強い場

合に、⺠間⾦融機関等が真に取り切れないリスクを特定し、その部分についてリスク補完することが基本。
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Ⅶ．GX産業団地に係る⽀援パッケージ 第5回GX産業構造実現のためのGX産業⽴地WG
（2025/10/7）資料1より抜粋
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Ⅶ．GX産業団地に係る⽀援パッケージ 第5回GX産業構造実現のためのGX産業⽴地WG
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Ⅶ．GX産業団地に係る⽀援パッケージ 第5回GX産業構造実現のためのGX産業⽴地WG
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Ⅶ．GX産業団地に係る⽀援パッケージ 第5回GX産業構造実現のためのGX産業⽴地WG
（2025/10/7）資料1より抜粋



 第７次エネルギー基本計画においては、再⽣可能エネルギーの主⼒電源化を徹底し、地域との共⽣を図りなが
ら最⼤限の導⼊を促す⽅向性が掲げられた。

 最⼤限の再エネ導⼊に寄与するため、再⽣可能エネルギー発電設備の固定資産税を３年間にわたり、
⼀定割合軽減する措置について、地域と共⽣した国産再⽣可能エネルギーの普及拡⼤を図るため、
⾒直しを⾏った上で、適⽤期間を延⻑する。

要 望 の 概 要

 事業者の予⾒可能性を確保する
ため、適⽤期間を現⾏の2年間か
ら⻑期化

【ペロブスカイト太陽電池】 【⾵⼒】 【中⼩⽔⼒】 【地熱】 【バイオマス】

太陽光

 今後量産化を⾒込む国産再エネで
あるペロブスカイト太陽電池に対象
を限定し、軽減措置を拡充

適⽤期間

 再エネ海域利⽤法適⽤の洋上⾵⼒
について、軽減措置を拡充

【ペロ拡充、シリコン廃⽌】 【拡充】 【⻑期化】
洋上⾵⼒

Ⅶ．再エネ設備に係る課税標準の特例措置の拡充及び延⻑（固定資産税）
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 陸上⾵⼒は、課税標準の軽減率を維
持した上で、温対法、農⼭漁村再エネ
法適⽤の地域共⽣案件に限定

陸上⾵⼒

【限定】


